
新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は，外資系企業等の誘致を促進することにより，新たな雇用の創出及び本市経

済の活性化を図るため，市内に新たに進出する外資系企業等に対し，予算の定めるところ

により，新潟市外資系企業等進出促進補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し，その交付については，新潟市補助金等交付規則（平成１６年新潟市規則１９号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 外資系企業等 外資系企業及び外国企業をいう。

（２） 外資系企業 我が国の法令に基づいて設立された営利企業であって，当該営利企

業の株式又は持分の３分の１以上を外国投資家が所有する企業又は外国投資家が株式又

は持分の３分の１以上を所有する国内法人が出資する企業であって，外国投資家の直接

出資比率及び間接出資比率の合計が，当該営利企業の株式又は持分の３分の１以上の企

業をいう。 

（３） 外国企業 外国の法令に基づいて設立された営利企業をいう。 

（４） 外国投資家 日本国内に住所を有しない者である個人又は外国の法令に基づいて

設立された法人，外国に本社を有する法人その他の団体をいう。 

（５） 進出 支店設置の登記，日本法人の登記，その他の登記をしたうえで事業を開始   

することをいう。   

（６） 事業所 事業の用に供するための活動拠点をいう。

（補助対象経費等）

第３条 補助対象経費，補助率，補助限度額等は別表第１のとおりとする。 

２ 前項により算定した額に，１，０００円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てた額

をもって補助金の額とする。 

（補助対象施設） 

第４条 補助の対象となる施設は，外資系企業等が設立した市内の事業所とする。

２ 前項の事業所のうち，構造改革特別区域基本方針別表第５１２項に規定する地方公共団

体の助成等による外国企業支店等開設促進事業により新潟市国際創業特区の特例措置を受

ける施設は，次の各号の区分とする。

（１） プラーカ３の２階のレンタルスペースのＢからＧまでの区分 

（２） 新潟市バイオリサーチセンターの共同利用研究室－１，２，３，４，５，６，７，

８，９，１０，１１，研究・実験室－１，２，３，４，分析・測定室－１，２の区分 

（補助対象企業の指定）

第５条 市長は，外資系企業等が市内に新たに進出する場合において，次の各号のいず

れにも適合するものであると認めるときは，当該外資系企業等について，補助金を交付

することができる企業として指定するものとする。

（１） 日本国内の他都市に進出していないこと。 

（２） 日本国外で概ね１年以上の事業実績を有すること。 



（３） 市内産業の振興に資する事業活動で，市長が適当と認めるものであること。 

（指定の申請） 

第６条 前条の規定による指定を受けようとする外資系企業等は，別記様式第１号による補

助対象企業指定申請書に別表第２に掲げる提出書類を添付して，同表に定める申請期限ま

でに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前条の規定による指定をしたときは，別記様式第３号による補助対象企業（変

更）指定通知書により当該外資系企業等に通知するものとする。 

（指定内容の変更） 

第７条 第５条の規定による指定を受けた外資系企業等（以下，「指定企業」という。）は，

別記様式第１号による補助対象企業指定申請書及び提出書類に記載された事項について

変更が生じた場合は，速やかに別記様式第４号による指定内容変更承認申請書により市

長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は，前項の場合について準用する。

（交付の申請）

第８条 指定企業が補助金の交付を受けようとするときは，別記様式第５号による補助金交

付申請書に，別表第３左欄にあげる補助対象経費に応じ，それぞれ同表中欄に定める提出

書類を添付し，同表右欄に定める申請期限内に申請しなければならない。

（交付の決定及び通知）

第９条 市長は，補助金の交付の申請があったときは，当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により，補助金を交付するか否かを決定するものとする。この場

合において，市長は，当該申請をした指定企業が暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２

４年新潟市条例第６１号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。），暴力団

員（同条第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有するものである場合は，補助金の不交付の決定をするこ

とができる。

２ 前項の規定により，補助金の交付を決定したときはその決定の内容（交付の条件を付し

たときは，その決定の内容及び条件）を，補助金の不交付の決定をしたときはその旨を，

速やかに別記様式第６号による補助金交付（不交付）決定通知書により，申請を行った指

定企業に通知するものとする。

（申請の取下げ）

第１０条 指定企業は，補助金交付（不交付）決定通知書の通知があった日の属する年度内

で補助に係る登記が完了しなかった場合又は事業開始に至らなかった場合は，速やかにそ

の理由を付して市長に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出があったときは，当該申請に係る補助金の交付の決定はな

かったものとみなす。

 （事業開始報告）

第１１条 指定企業は，補助金の交付決定後，交付決定を受けた事業所において事業を

開始した場合は，別記様式第７号による事業開始報告書を速やかに市長に提出する

ものとする。

（計画変更の承認等） 

第１２条 指定企業は，次の各号のいずれかに該当する場合は，別記様式第８号による



補助事業変更申請書を市長に提出し，市長の承認を得なければならない。 

（１） 補助金交付申請書及び提出書類の内容を変更しようとするとき。（市長が定め

る軽微なものを除く。） 

（２） 進出の中止又は事業の廃止をしようとするとき。 

２ 市長は，前項の規定による承認をする場合において，当該補助対象経費に係る補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。 

３ 市長は，前項の規定による変更をした場合は，別記様式第９号による補助金交付決

定変更通知書により，指定企業に通知するものとする。

（実績報告）

第１３条 指定企業は，補助に係る登記が完了したとき又は補助に係る事業所賃借料の

支払いが完了したとき（補助に係る事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は，別

記様式第１０号による補助事業実績報告書に別表第４に掲げる提出書類を添付して，

同表に定める提出期間内に市長に報告しなければならない。 

（額の確定） 

第１４条 市長は，前条の規定により実績報告書を受けた場合においては，当該実績報

告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，その成果が補助金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確

定し，その旨を別記様式第１１号による補助金確定通知書により実績報告を行った指

定企業に通知するものとする。 

（交付の時期）

第１５条 補助金の交付は，前条の規定による額の確定後とする。ただし，市長が必要

があると認めるときは，この限りでない。 

（指定及び交付決定の取消等） 

第１６条 市長は，指定企業が，次のいずれかに該当するときは，補助対象企業の指定

を取り消し，又は補助金の交付を停止し，既に交付した補助金の全部又は一部を返還

させることができる。 

（１） 進出の中止又は事業を廃止したとき。 

（２） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） 偽りその他不正の手段により，補助対象企業の指定を受け又は補助金の交付

を受けたとき。 

（４） 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定は，交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるも

のとする。 

３ 市長は，指定企業が，第１項のいずれかに該当するときは，別記様式第１２号によ

る指定・補助金交付取消等通知書により，当該指定企業に通知するものとする。 

（補助金の返還）

第１７条 市長は，補助金の交付の決定を取り消した場合においては，当該取消しに係

る部分に関し既に補助金が交付されているときは，指定企業に対し，別記様式第１３

号による補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

２ 市長は，交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額を超えて補助

金が交付されているときは，前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。 



（国県等他の補助制度との重複について） 

第１８条 指定企業が国県等他の補助制度から補助対象となる経費に対する補助金の交

付を受けた場合は，当該補助金の交付を行わないものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に新潟市外資系企業等事務所賃料

補助金交付要綱により交付申請をした外資系企業等については，なお，従前の例によ

る。 

 （新潟市外資系企業等法人設立支援補助金交付要綱の廃止） 

３ 新潟市外資系企業等法人設立支援補助金交付要綱は，廃止する。 

 （新潟市外資系企業等法人設立支援補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置） 

４ この要綱の施行日前に前項の規定による廃止前の新潟市外資系企業等法人設立支援

補助金交付要綱により，補助対象企業の指定申請をした外資系企業等については，同

要綱の例により交付の申請及び実績報告，交付の決定，補助金の交付等をするものと

する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，平成２７年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

補助対象

経  費
補助率 補助限度額 補助期間 備考 

設立登記

経費一式

 15 万円 

（１指定企 

業につき 

１件まで） 

 租税公課を除く。 

事 業 所

賃 借 料

１／２ 

（限度額

５万円／

月） 

年間 60万円

（１指定企 

業につき 

１事業所 

まで） 

 事業所におい

て事業を開始し

た日の属する月

の翌月の初日（事

業を開始した日

が月の初日であ

る場合は，事業を

開始した日の属

する月）から起算

し２年間 

次に掲げる費用を除く。

（１） 敷金 

（２） 礼金 

（３） 管理費 

（４） 保証金 

（５） 権利金 

（６） 不動産仲介手数料

（７） 駐車場料金 

（８） 火災等保険料 

（９） その他直接事業所

賃借に要しない費用 

備考 補助対象経費のうち，設立登記経費一式については，本申請における設立登記に係 

る経費であれば，過年度中に支払いを行った経費であっても，補助の対象とする。 

別表第２（第６条関係） 

提出書類 申請期間 

（１）会社概要書（別記様式第２号） 

（２）日本国外での事業の実績を証する書類 

（３）その他市長が特に必要とする書類 

登記申請日（予定日）の４５日前

まで 

別表第３（第８条関係） 

補助対象

経  費 
提出書類 申請期間 

設立登記 

経費一式 

（１）事業計画書 

（２）設立登記経費見積書 

（３）その他市長が特に必要とす

る書類 

登記完了日（予定日）の７日前ま

で又は登記完了日（予定日）の属

する年度の初日のいずれか遅い

日 

事 業 所 

賃 借 料 

（１）事業計画書 

（２）事業所賃貸借契約書の写し

（３）事業所平面図 

（４）事業所の位置を示す略図 

（５）その他市長が特に必要とす

る書類 

補助期間の初日の属する年度に

おいては，補助期間の初日の３０

日前まで又は当該年度の初日の

いずれか遅い日 

翌年度及び翌々年度においては，

対象経費の係る年度の初日 



別表第４（第１３条関係） 

補助対象

経  費 
提出書類 提出期間 

設立登記 

経費一式 

（１）登記事項証明書 

（２）定款の写し 

（３）設立登記に要した費用の支

払いが証明できる書類の写し

（租税公課，その他設立経費の

内訳を明示すること） 

（４）その他市長が特に必要とす

る書類 

登記完了日から３０日以内又は

登記完了年度の末日のいずれか

早い日 

事 業 所 

賃 借 料 

（１）事業報告書 

（２）事業所賃借料の支払いが証

明できる書類の写し 

（３）その他市長が特に必要とす

る書類 

補助金交付の決定日の属する年

度の末日（ただし，年度途中で補

助の期間が終了する場合におい

ては，補助の期間終了後から３０

日以内又は当該年度の末日のい

ずれか早い日） 



別記様式第１号（第６条関係） 

年  月  日

（宛先） 

新潟市長 

    所 在 地 

申請者 名  称 

代表者名 

補助対象企業指定申請書 

 新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づく補助対

象企業の指定を受けたいので，関係書類を添えて申請します。 



別記様式第２号（第６条関係） 

会社概要書 

事

業

所

名称  

所在地及び電話

番号 電話番号          

代表者名  

開設年月日 年  月  日 

従業員数  

業務内容  

外資系企業等の種別

（第２条（２）又は

（３）のうち該当す

るものを○で囲む。）

・ 外資系企業 

名称（外国投資家）  

申請企業に対する株

式（又は持分）の割合 ％

・ 外国企業 

企業の設立根拠法令  

事業所開設の理由  



別記様式第３号（第６条，第７条関係） 

第     号

  年  月  日

          様 

新潟市長         

補助対象企業（変更）指定通知書 

  年 月 日付で申請のあった新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱第６

条第１項及び第７条第１項による指定申請について，同要綱第６条第２項及び第７条

第２項の規定により下記のとおり指定したので通知します。 

指 定 年 月 日 年  月  日 

指 定 番 号 第        号 

指 定 事 項



別記様式第４号（第７条関係） 

年  月  日

（宛先） 

新潟市長 

    所 在 地 

申請者 名  称 

代表者名 

指定内容変更承認申請書 

 新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱第７条第１項の規定により補助対象

企業の変更指定を受けたいので，関係書類を添えて申請します。 

指 定 年 月 日

指 定 番 号

 年  月  日  第   号 

変 更 年 月 日 年  月  日 

変 更 事 項

変 更 理 由



別記様式第５号（第８条関係） 

年  月  日

（宛先） 

新潟市長 

    所 在 地 

申請者 名  称 

代表者名 

補助金交付申請書 

 新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱第８条の規定に基づく補助金の交付

を受けたいので，次のとおり申請します。 

記 

１ 補助事業の名称 

２ 補助事業の目的及び内容  

３ 補助対象経費 

４ 交付申請額等 

指 定 年 月 日

指 定 番 号  年  月  日  第   号 

交 付 申 請 額 金           円 

５ 補助事業着手（予定）年月日 

６ 補助事業完了（予定）年月日 

７ 情報の公表の内容，方法及び時期 

８ 添付書類  



別記様式第６号（第９条関係） 

第     号

  年  月  日

           様 

新潟市長         

補助金交付（不交付）決定通知書 

  年 月 日付で申請のあった新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱第８

条の規定に基づく補助金の交付申請について，次のとおり交付（不交付）の決定をし

たので通知します。 

記 

１ 補助事業の名称 

２ 交付決定額（不交付の理由）   金           円 

３ 交付の条件 



別記様式第７号（第１１条関係） 

年  月  日

（宛先） 

新潟市長 

    所 在 地 

申請者 名  称 

代表者名 

事業開始報告書 

 新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱第１１条の規定により事業を開始し

たので次のとおり報告します。 

指 定 年 月 日

指 定 番 号

 年  月  日  第   号 

事 業 開 始 年 月 日 年  月  日 



別記様式第８号（第１２条関係） 

年  月  日

（宛先） 

新潟市長 

    所 在 地 

申請者 名  称 

代表者名 

補助事業変更申請書 

      年   月   日付新   第   号で交付決定のあった外資系

企業等進出促進補助金事業について，次のとおり変更したいので，申請します。 

記 

１ 補助事業の名称 

２ 変更の内容 

変  更  前 変  更  後 

３ 変更の理由 

４ 変更予定年月日 



別記様式第９号（第１２条関係） 

第     号

  年  月  日

           様 

新潟市長         

補助金交付決定変更通知書 

      年   月   日付新   第   号で交付決定した外資系企業

等進出促進補助金については，次のとおり変更したので通知します。 

記 

１ 補助事業の名称 

２ 既交付決定額 

３ 変更交付決定額 

４ 変更事項 

変  更  前 変  更  後 

５ 変更の理由 



別記様式第１０号（第１３条関係） 

年  月  日

（宛先） 

新潟市長 

    所 在 地 

申請者 名  称 

代表者名 

補助事業実績報告書 

      年  月  日付新  第   号で新潟市外資系企業等進出促進補

助金の交付決定のあった事業が完了（を廃止）したので，次のとおり報告します。 

記 

１ 補助事業の名称 

２ 交付決定額及びその精算額 

交 付 決 定 額 金           円 

精 算 額 金           円 

３ 補助事業完了年月日 

４ 補助事業の成果 

５ 補助事業の精算に係る収支明細 

６ 情報の公表の状況 

７ 添付書類  



別記様式第１１号（第１４条関係） 

第     号

  年  月  日

           様 

新潟市長         

補助金確定通知書 

  年  月  日付で実績報告のあった新潟市外資系企業等進出促進補助金につ

いて，次のとおり確定したので通知します。 

記 

１ 交付決定額   金           円 

２ 交付済額    金           円 

３ 確定額     金           円 



別記様式第１２号（第１６条関係） 

第     号

  年  月  日

          様 

新潟市長         

指定・補助金交付取消等通知書 

 新潟市外資系企業等進出促進補助金交付要綱第１６条の規定に基づき，下記の処分

をしたので通知します。 

記 

指 定 年 月 日

指 定 番 号

 年  月  日  第   号 

指 定 取 消 年 月 日        年  月  日 

交 付 停 止 年 月 日        年  月  日 

処 分 該 当 条 項

処 分 事 項



別記様式第１３号（第１７条関係） 

第     号

  年  月  日

          様 

新潟市長         

補助金等返還命令書 

    年   月   日付新  第   号で金額の確定した（交付決定を取り

消した）補助金等については，次のとおり返還を命ずる。 

記 

１ 返還額

２ 返還期限

３ 返還理由


